
も
と
お
か
　
　
く
わ
ば
ら

福
岡
・元
岡

・
桑
原
遺
跡
群

（空

〓
零
）

１
　
所
在
地
　
　
　
福
岡
市
西
区
大
学
桑
原
字
戸
山

２
　
調
査
期
間
　
　
第
二
〇
次
調
査
　
一
一〇
〇
〇
年

（平
１２
）
四
月
―
二
〇
〇

三
年
五
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
福
岡
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
菅
波
正
人

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

・
官
衛
関
連
遺
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
古
墳
時
代
―
平
安
時
代

７
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

第
二
〇
次
調
査
で
は
三
七
点
の
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、　
三
ハ

点
を
本
誌
第
二
三
号
に
紹
介
し
た

（遺
跡
名
を

コ
死
岡
・
桑
原
遺
跡
」
と
し
た
が
、

表
記
の
よ
う
に
訂
正
す
る
）。
三
〇
〇
三
年
度
、
第
二
〇
次
調
査
が
終
了
し
、
木

簡
の
整
理
作
業
が
進
ん
だ
こ
と
か
ら
、
訂
正
分
の
三
点

（ω
ｌ
Ｏ
）
と
未
報
告

分
の
二

一
点
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

〔挙
力
〕

い
　
。
コ
Ｈ
ＩＩ
□
出
□
給
□
□
□
大
□
　
□
□
□
□
□

名
□
導
□
□
□
□
日
―十
回

（横
　
　
　
　
　
　
　
　
　
材
）

日

回

（天

地

逆
）

Ｇ
路
）
×
（盟
）
×
岸ｏ
　
儲
Ｐ　
２３
０

(4)l10   (9) (8)   (7)

〔銭
力
〕

・
□
百
十
五
文

□
己
西
マ
田
麻
呂
西
□
□
□
日
――
□

・
Π

廿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（Ｐ騨∞）
×
（］伽）
×
∞

ｏ
∞
滓

〔皮
力
〕

「献
上
　
　
□
□
□
…
延
暦
四
年
十
月
十
四
日
真
成
」

（Ｐ５
り
＋
Ｆ
Ｐ
∞
）
×
］
ｏ
×
り
　
ｏ
Ｐ
Ｐ

・

＝

廿

・
五

月

十

八

日
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Ｐ
Ｕ

溢

泉

φ

〔郡
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□
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］
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務務
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十
臣
じ
×
６
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×
∞

（
示
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×

ｃ
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×
∞
　
ｏ
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Ｐ

出察
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・
日

□

日

日

――

――

理

・
□
壬
□
□
日
日
日
日
Ｈ
回
」
　
　
　
　
　
　
（〕こ
益
妥
『
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□
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ『反
遇
道

「日
□

（
Ｆ
〕
Ｐ
）
×
（］
〇
）
Ｘ
∞
　
ｏ
∞
Ｐ

〇
∞
岸

Ｏ
Ｐ
Φ

〇
∞
Ｐ

〇
岸
Φ

〇
枷
Ｐ
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lla llD

「日

回

同

回

〔工供
力
〕

口

回

一
面

口

回

□
□
租
官

口

回
〔
マ
，
〕

回
回
回
回

〔垣
家
力
〕
　

〔
間
力
〕

「□
□
回
□
三
□
□
□
□
子
□

「□
三
月
六
日

□

回
回

回

□

□
□
回四

」
「葛
野
マ
ロ
ロ
ロ
」

（
■

ｅ

ｘ
Ｓ

×
“

ｏ
む

（
⇔
Φ
）
．一×
（
Ｐ
筍
）
ｋ
∞
　
〇
∞
Ｐ

（
ど

じ

メ

含

９

×
∞

ｏ
留

含
や
↓
又
（や０
）
Ｘ
０

８
ド

含
９
×
馬
Ｘ
い

⇔筆

（
『
ω
）
×

含
〕
）
×
∝
　
ｏ
∝
Ｐ

（
⇔
ミ
）
Ｘ
や
ω
×
ω
　
Ｏ
∝
０

】
∞
ω
Ｘ

Ｆ
Ｏ
Ｘ
い
　
０
い
ド

「登
志
郷

誅
醐
酔

・
郷
明

・
□

。
□
□

・
郷

・
明

・
□
□

（”
ω
）
Ｘ
゛
⇔
×
ｊ
　
Ｏ
Ｐ
や

（う
０
）
一Ｘ
や
Ｏ
Ｘ
う
　
Ｏ
Ｐ
⇔

（
ω
一
）
×
∞
ｏ
Ｘ
い
　
０
∞
Ｐ

命

ｅ

×
合

ｅ

ｘ
い
　
Ｏ
Ｈ

金
ｅ

ｘ
含
じ

ｘ
∞
　
０
鐵

Ｇ
３
〉
ｘ
含
ｅ
ｘ
切

息
ド

卸
　
　
　
　
　
四
百
五
十

日
□
　
□
日
川
回

ω
は
下
端
と
側
縁
の
一
方
を
久
く
が
、
九
〇
銀
を
超
え
る
長
大
な
木
筒
で
あ

る
。
両
面
に
墨
書
が
見
ら
れ
る
が
、　
一
連
の
内
容
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
表

と
し
た
面
に
は

「出
回
給
」
と
あ
り
、
出
挙
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

遺
奉
状
況
は
悪
い
。
裏
面
は
横
方
向
に
文
字
が
書
か
れ
る
。
判
読
し
づ
ら
い
が
、

人
偏
の
文
字
の
習
書
と
考
え
ら
れ
る
。
下
方
に
は
天
地
逆
で
細
か
な
文
字
が
書

か
れ
て
い
る
。
の
は
上

・
下
端
が
欠
損
す
る
。
判
読
で
き
た
文
字
が
増
え
、　
一

面
に
は
二
行
あ
り
、
最
初
の
行
に
は

「銭
百
十
五
文
」
、
二
行
日
に
は

「己
西

199



↑
ヤ
ノ
‐
ｒ
‐‐
Ｒ
〔

Ｖ

ｌ

『
代

　

剰

・　
　
　
　
＼
　
　
　
　
　
女
ペ

プ

r l

④　　　　　　　　　一③

一

∩
□
旧
日
ｍ
円
―
・
十
日
日
日
日
日
日
―‐
川
日
日
――
慟
Ｕ
□
⑬

一

一

］⑭

一

一⑦

］

一

□
図
国
日
凹

一
⑩
　爾
降
Ｍ
【
一⑪

一

④　　　Ｄ

　中燐

一

(14)



釈文の訂正と追加

マ
田
麻
呂
」
の
人
名
が
判
読
で
き
る
。
①
は
二
片
に
折
損
し
て
い
る
が
、
同

一

個
体
と
考
え
ら
れ
る
。
前
回
は
表
裏
に
文
字
が
あ
る
と
し
た
が
、
片
面
の
み
と

判
断
し
た
。
上
端
は
九
く
仕
上
げ
ら
れ
る
。
上
端
近
く
に

「献
上
」
と
記
さ
れ
、

や
や
下
が
っ
た
と
こ
ろ
に
文
字
が
見
ら
れ
る
が
、
判
読
で
き
な
い
。
下
方
に

「廷
暦
四
年
十
月
十
四
日
真
成
」
と
年
紀
と
人
名
を
記
し
て
い
る
。
④
は
上

。

下
端
が
久
損
し
て
い
る
。
両
面
に
記
載
が
あ
る
。
表
面
は
墨
が
消
え
て
、
浮
き

出
た
状
態
で
あ
る
が
、
判
読
で
き
な
い
。
⑬
は
上
端
を
欠
く
。
０
は
両
端
、
両

側
が
欠
損
す
る
。
「為
」
の
習
書
か
。
０
は
上
端
と
側
縁
の
一
方
を
欠
く
。
「山

〔奈
力
〕

□
郷
」
の
地
名
が
記
さ
れ
る
。
志
麻
郡
内
で
は
比
定
地
は
み
あ
た
ら
な
い
。

⑬
は
上
端
を
欠
く
。
①
は
完
形
品
、
⑩
は
下
端
と
側
縁
の
一
方
を
欠
く
。
い
ず

れ
も
墨
痕
が
若
千
み
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
①
は
下
端
が
欠
損
し
て
い
る
。
墨

書
は
両
面
に
み
ら
れ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
読
め
な
い
。
⑫
は
上
端
が
欠
損
、
下
端

は
切
断
し
て
い
る
。
「租
官
」
は
職
掌
を
示
す
も
の
か
。
い
は
下
端
と
側
縁
の

一
方
を
欠
く
。
側
は
下
端
を
欠
く
。
墨
は
消
え
て
い
る
が
、
文
字
の
部
分
が
浮

き
出
て
い
る
。
裏
側
に
は

「三
月
六
日
」
の
日
付
が
記
さ
れ
る
。
⑮
は
上

・
下

端
が
欠
損
す
る
。
⑭
は
上

・
下
端
が
欠
損
す
る
。
側
は
上
端
が
欠
損
し
て
い
る
。

「四
」
の
下
に
も
墨
痕
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
不
明
。
ω
は
上
端
を
圭
頭
状
に
削

り
、
下
端
は
尖
ら
せ
る
。
文
字
は
か
す
れ
て
ほ
と
ん
ど
読
め
な
い
が
、
「
マ

（部
こ

の
字
が
あ
り
、
人
名
か
。
⑩
は
下
端
を
欠
く
。
「登
志
郷
」
は
志
麻
郡

内
の
郷
名
で
あ
る
。
の
は
下
端
を
欠
く
。
墨
が
か
す
か
に
残
る
。
軍
心
麻
」
か
。

働
―
の
は
同

一
個
体
と
考
え
ら
れ
る
が
、
接
点
が
な
く
、
別
々
の
番
号
を
付
し

た
。
「郷
明
」
、
「明
」
な
ど
の
文
字
か
ら
郡
内
の
郷
名
の

「明
敷
郷
」
を
指
す

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
例
は
両
端
、
両
側
を
欠
く
。
文
字
は
二
行
あ
り
、
最
初

の
行
に
は

「四
百
五
十
」
の
数
が
記
さ
れ
て
い
る
。

今
回
出
上
し
た
木
簡
を
概
観
す
る
と
、
時
期
的
に
は
出
土
状
況
や
紀
年
銘
か

ら
入
世
紀
前
半
と
後
半
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
内
容
に
つ
い
て
は
年
紀
を
記

し
た
も
の

（大
宝
元
年

（七
〇
一
〉、
延
暦
四
年

〈七
八
五
》
、
地
名

（赤
敷
里

〈明
敷

郷
〉、
登
志
郷
な
ど
）、
貢
納
に
関
わ
る
も
の

（飽
廿
四
連
、
献
上
な
ど
）、
税
に
関
わ

る
も
の

（出
挙
、
計
帳
、
税
官
、
租
官
な
ど
）、
祭
祀
に
関
わ
る
も
の

（道
塞
な
ど
）、

人
名

（難
波
部
、
額
田
部
な
ど
）
な
ど
が
あ
る
が
、
律
令
制
下
の
地
域
支
配
に
関
わ

る
も
の
と
い
え
る
。
な
お
、
周
辺
に
は
同
時
期
に
多
く
の
製
鉄
遺
構
が
発
見
さ

れ
て
い
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
、
木
簡
に
は
製
鉄
に
関
わ
る
も
の
は
確
認
さ
れ
な
い
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
に
あ
た
っ
て
、
狩
野
久
氏
、
坂
上
康
俊
氏
、
佐
藤
信
氏
、

柴
田
博
子
氏
、
日
中
正
日
子
氏
、
舘
野
和
己
氏
、
東
野
治
之
氏
、
永
山
修

一
氏
、

橋
本
義
則
氏
、
馬
場
基
氏
、
森
公
章
氏
、
人
木
充
氏
、
吉
川
聡
氏
、
吉
川
真
司

氏
、
渡
辺
晃
宏
氏
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
方
々
に
資
料
を
見
て
い
た
だ
き
、

検
討
し
て
い
た
だ
い
た
。
今
回
掲
載
し
た
釈
文
は
そ
れ
ら
の
成
果
を
基
に
、
坂

上
康
俊
氏
、
橋
本
義
則
氏
に
監
修
し
て
い
た
だ
い
た
成
果
で
あ
る
。

８
　
関
係
文
献

福
岡
市
教
育
委
員
会

『九
州
大
学
統
合
移
転
用
地
内
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査

概
報
二
十
元
岡

・
桑
原
遺
隊
群
発
掘
調
査
―
』
３
福
岡
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告

書
』
七
四
三
、
二
〇
〇
三
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（菅
波
正
人
）




